
令和4年度　消費・安全対策交付金事後評価結果

実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見

農薬の適正使用
等の総合的な推
進

三重県 ○農薬の安全使用の推進
○農薬の適切な管理及び販売の推進

・農薬使用者を対象とした研修会等の開催：
491回、6,025人
・ゴルフ場の農薬使用状況の調査及び記帳指
導：24件
・農薬販売者の指導の実施：24件
・農薬管理指導士の育成研修等農薬の適正使
用・管理に関する研修会の実施
三重県農薬管理指導士研修：６回、294人（う
ち新規認定33人）

50,000 農薬の不適切な販売
及び使用の発生割合
の減少率

5.0% 0.0% 111.0% Ａ 農薬管理指導士に対する研修を6回行い、新
規の農薬管理指導士は33名認定された。引き
続き、農薬の安全使用等の総合的な推進に向
けて、農薬管理指導士の研修を行い、関係者
の意識向上に取り組んでいきたい。
農薬以外の物資との区分の不備について、指
導した店舗があったが、令和５年度中に改善
の確認ができた。
農薬使用者に対する立入調査に関しては、今
後も違反無しが継続するよう、研修等を通し
て農薬適正使用の知識の普及・啓発に努めて
いく。

長年の指導の結果、違反率が0%になったことは、ホー
ムセンターなどの増加を鑑みると相当な努力が実った
ものと思います。
　管理指導士の育成にも力を入れておられ、今後もこ
れらの活動が継続されるようお願い致します。
　このような成果から予算は適切に執行されているも
のと思います。

三重県 ○監視体制の整備・強化
・BSE検査・清浄化の推進
・精度管理の適切な実施
・家畜衛生関連情報の整備
〇家畜の伝染性疾病の発生予防
・緊急消毒の実施
○家畜の伝染性疾病のまん延防止
・家畜の生産性を低下させる疾病の低減
○畜産物の安全性向上
・生産衛生管理体制の整備
・動物用医薬品の適正使用・流通促進
・医薬品の使用実態調査、指導
○家畜衛生対策の推進に係る関連機器の整備

・年間ELISA検査実施頭数：　30頭
・検査機器校正：　1式

・家きん飼養農場：　108戸
・調査実施農家数：　24戸

・農場HACCP認証支援農家：　5戸
・指導・監視実施件数：   54件
・使用実態調査農家戸数：　102戸
・検査機器：　1式

16,216,192

三重県
畜産協会

〇農場バイオセキュリティの向上 ・バイオセキュリティ対策資材：　1式 9,245,951

養殖衛生管理体
制の整備

三重県 ○総合推進会議の開催等
○養殖衛生管理指導
○養殖漁場の調査・監視
○疾病の発生予防・まん延防止

全国会議への参加　 　2回
地域検討会への参加   2回
養殖管理・医薬品使用巡回指導
　　　　　　　　　　16回
ワクチン使用巡回指導 4回
講習会の開催　　　 　1回
情報紙の発行　　　 　8回
魚病被害・水産用医薬品使用状況調査
  　　　　　　　　　 1回
医薬品残留調査　　   20検体
漁網防汚剤残留検査　 10検体
魚病診断件数     　  293件

281,000 養殖衛生管理体制の
整備

100% 100% 100% Ａ 計画に沿って, 養殖管理や水産用医薬品の適
正使用に係る巡回指導を実施した。養殖衛生
指導に関する講習会の開催、情報誌の発行、
ワクチン使用に関する巡回指導等を行うこと
で、養殖業者の養殖衛生に関する意識の向上
に寄与した。今後も養殖業者や関係者の協力
を得ながら、消費者が求める安全で安心な養
殖魚の供給を継続していく。

県内の147全ての経営体に対し養殖衛生管理指導を行
うと共に、現場におけるワクチン使用に関する巡回指
導、情報紙の発行、水産用医薬品残留調査および魚病
診断など、多岐にわたって積極的に活動しており、高
く評価される。
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安全性向上措置
の検証・普及の
うち農産物・加
工食品の安全性
向上措置の検証

三重県

家畜衛生の推進

令和5年1月に度会海域で発生したヒオウギガ
イにおける麻痺性貝毒は、令和5年4月以降も
継続して確認されたため、引き続き週1回の
検査を実施し、令和5年11月30日までの期
間、出荷自主規制の要請を継続した。また、
令和6年3月7日に実施した麻痺性貝毒の定期
検査において、旧南勢町海域産（令和5年12
月の「三重県における二枚貝の貝毒対応指
針」の改正により、度会海域は旧南勢町海域
と旧南島町・大紀町海域に分けられた）のヒ
オウギガイから規制値（４MU/g）を超える麻
痺性貝毒が検出され、出荷自主規制の要請を
行った。また、このことを受け、同海域のマ
ガキとイワガキについても検査を実施し、規
制値未満である事を確認しすることで安全性
の確認を行った。
このように、貝毒のモニタリング体制によ
り、食中毒被害の発生はなく、水産物の安全
と信頼の確保が図られた。

当初計画を上回る検査を実施していること、本モニタ
リングにより食中毒の発生を未然に防ぎ、消費者の水
産物に対する信頼性向上に貢献していることから高く
評価される。

家畜衛生に係る取組
の充実度

102.5 120.2 117% Ａ 検査件数はR元～R3年度の3年間の平均を下
回ったが、伝染性疾病の発生件数が平均より
も減少したため、達成度については目標値を
達成できた。検査件数が伸び悩んだ理由は、
農場の衛生レベルの向上による疾病疑い事例
の減少及び県内農家戸数の減少によるものと
考えられる。しかしながら、家畜の生産性を
低下させる疾病の低減対策や生産衛生管理体
制の整備に係る農家指導により伝染性疾病の
発生を低減させ、家畜衛生の推進を図ること
ができた。地区推進事業においても、農場バ
イオセキュリティの向上により、取組農家の
家畜伝染性疾病の発生を予防することができ
た。

精度管理体制の適切な実施、BSE検査・清浄化の推
進、家畜の生産性を低下させる疾病の低減、生産衛生
管理体制の整備、家畜衛生対策の推進に係る関連機器
の整備及び動物用医薬品の適正使用と流通の監視によ
り、安全・安心な畜産物の安定供給につながる指導制
が構築されている。
伝染性疾病の発生件数が平均よりも減少し、目標値に
達しており、家畜の生産性を低下させる疾病の低減対
策等の農家指導は効果的だったと考えられる。引き続
き、農家指導を継続することが重要である。
令和５年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザは近
隣県で発生がみられ、県内の発生リスクも高かった
中、県内家きん飼養農場において、消石灰による消毒
を実施することで高病原性鳥インフルエンザの発生の
抑制に効果があったと考えられる。
これらのことから、令和５年度の本事業により家畜衛
生を推進できたと評価できる。

海洋生物毒のモニタ
リングの総実施数

84 146 173% Ａ

目的 目標 事業実施主体 事業内容
交付金
相当額
（円）

目標値及び実績 都道府県等の事後評価

目標値
事業実施実績

○海洋生物毒のモニタリング 海洋生物毒のモニタリングの総実施数
 毒性検査：103回
 貝毒プランクトン調査：43回

332,000



実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見
目的 目標 事業実施主体 事業内容

交付金
相当額
（円）

目標値及び実績 都道府県等の事後評価

目標値
事業実施実績

病害虫の防除の
推進

三重県 〇防除が困難な作物の防除体系の確立 検定結果について、令和5年9月と令和6年3月
に野菜担当者会議において、普及指導員、県
庁担当者、全農三重等関係者に報告するとと
もに、採取場所の松阪地域農業改良普及セン
ターへ2回情報共有を行い、JA担当者や生産者
へ薬剤感受性の状況報告し、地域の栽培暦等
の防除計画に資した。

100,000 従来の防除体系では
防除が困難となって
いる作物の防除体系
等の普及取組数

4 4 100% Ａ イネいもち病菌のレース判別を基にした防除
技術体系の確立では、県内圃場のコシヒカリ
から分離した菌株は「003.2」，および
「007.0」、その他の品種では「003.2」の割
合が高かった。この結果を水田農業担当者会
議において関係者に対して周知した。
今後、イネいもち病菌のレースの構成割合に
ついて経年変化について注視していく。
また、イチゴ産地におけるハダニ類の薬剤感
受性の把握では、松阪地区の個体群で6種類
の殺虫剤で薬剤感受性検定を行い、２剤で感
受性が低く一部個体群では、新規剤2剤に対
して感受性の低下が認められた。今後は薬剤
抵抗性の経年変化を注視しながら殺ダニ剤の
効果の維持できる使用方法の検討を行う。

防除が困難な病害虫のレースの把握、抵抗性系統の生
物検定など地道ながら防除の基礎となる事業に取り組
まれています。今後も継続されることが重要と思いま
す。予算も、事業の内容を鑑みて適切に執行されてい
ると思います。

〇総合防除の普及のための指導者の育成 令和5年7月に植物防疫技術研究会（基礎）お
よび病害虫防除研修会に参加、10月に静岡県
農技術研究所で、害虫診断技術の研修、12月
に東京農業大学で殺虫剤抵抗性対策シンポジ
ウムへ参加、令和6年2月に植物防疫技術研修
会（応用）を受講した。また、12月には農薬
管理指導士特別研修を開催し、農薬の適正使
用等の啓発に加え、総合防除に関する講義を

53,000 総合防除の普及のた
めの指導者の育成に
必要な研修・講習へ
の参加、当該研修・
講習会の開催等の回
数

200% 6 300% Ａ 若手研究員の病害虫診断に係る知識を高め、
より正確な診断が行えるよう資質の向上を
図った。
正確な診断を行い、的確な対策とることによ
り防除効果を高められるようにしていく。ま
た、県内の農薬を取扱う事業者に向けた研修
のなかでも農薬の安全使用や効果的な農薬の
使用方法の講義を通じて総合防除の啓発活動

若手職員の病害虫防除に関する研修については、病害
虫を担当する国の研究所が位置しない東海・関西地区
において、今後ますます重要になると思われます。今
後もこの事業が継続されることが重要と思います。
予算も適切に執行されていると思います。
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総合達成率
84％

総合評価
A



令和５年度　消費・安全対策交付金事後評価結果

目標値 実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見

家畜衛生の推進 三重県 野生動物の対策強化
リスクが高い地域における野生動物対策

手袋、ブルーシート、採材容器等の野生いの
しし捕獲活動に係る資材を準備し、適切な捕
獲作業を行った。

1,017,000 豚熱のまん延
防止及びアフ
リカ豚熱の発
生抑制

豚熱のまん延
防止及びアフ
リカ豚熱の発
生抑制

達成 適正

家畜衛生の推進 一般社団法
人三重県畜

産協会

野生動物の対策強化
リスクが高い地域における野生動物対策

検査促進費を活用することで1,000頭を捕
獲、検査できた。

6,000,000 豚熱のまん延
防止及びアフ
リカ豚熱の発
生抑制

豚熱のまん延
防止及びアフ
リカ豚熱の発
生抑制

達成 適正

重要病害虫の特
別防除等

三重県 中国産花粉等の買上げ・回収・廃棄 農業協同組合を含む31名から1,376gの中国産
花粉を回収し、買上げについては、２名が辞
退したため、29名から1,368gの中国産花粉を
買い上げた。火傷病については、有効な根絶
方法が確立されていないため、中国産花粉の
回収・買上げを行い、中国産花粉使用による
県内での発生を未然に防ぐことで火傷病のま

604,701 火傷病のまん
延防止

火傷病のまん
延防止

達成 適正 農業協同組合の協力を得たことで、当初回
収を予定していた数量より多く回収でき、
31名から1,376gの中国産花粉を回収した。
回収した花粉については、オートクレーブ
にて滅菌処理したのち県の施設で焼却する
ことで火傷病発症の可能性のある中国産花
粉を確実に処分した。

輸入花粉による病害の蔓延はキウイフルーツなどの
例があり、今回の事業を遂行したことで適切に対応
が取られたと思います。また予算についても、県が
保有する施設を利用するなど、効果的かつ適正に予
算が使用されたと思います。

総
計

　 7,621,701

　

総合達成率
達成

総合評価
適正
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野生いのししのアフリカ豚熱および豚熱の
浸潤状況調査に係る捕獲を行った。その結
果、養豚場への豚熱のまん延防止とともに
アフリカ豚熱の発生を抑制できた。引き続
き豚熱をはじめとした家畜伝染病の発生・
まん延防止を進めていく。

三重県全域において、豚熱ウイルスの有力なキャリ
アである野生いのししから豚熱ウイルスが検出され
ていることから、野生いのししの捕獲は養豚場での
豚熱発生抑制に効果的であったと考えられる。令和
５年度の本事業の推進は適正であると評価できる。
今後も、野生いのししにおける豚熱、アフリカ豚熱
の浸潤状況把握は重要である。

目標値及び実績 都道府県等の事後評価交付金
相当額
（円）

目的 目標 事業実施主体 事業内容 事業実施実績


